
第
五

受
ク
ベ
シ

第

一

章

則

第
一
條
本
校
ノ
學
科
ハ
日
本
聾
科
、
西
洋
聾
科
、
彫
刻
科
、
圏
按
科
、
金

工
科
、
錨
造
科
、
漆
工
科
及
圏
霊
師
範
科
ト
ス

日
本
霊
科
、
西
洋
聾
科
、
彫
刻
科
、
圏
按
科
、
金
工
科
、
錨
造
科
、
漆
工

科
ハ
各
専
門
ノ
技
術
家
ヲ
養
成
ス
ル
ヲ
主
旨
ト
ス

岡
聾
師
範
科
ハ
師
範
學
校
、
中
學
校
、
高
等
女
學
校
ノ
圏
聾
教
員
タ
ル
ペ

キ
モ
ノ
ヲ
養
成
ス
ル
ヲ
主
旨
ト
ス

前
項
ノ
外
豫
備
科
、
研
究
科
ヲ
置
ク

第
二
條
本
校
ノ
修
業
年
限
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ

圏
甕
師
範
科
ヲ
除
ク
外
各
學
科
ハ
豫
備
科
ヲ
通
シ
テ
五
箇
年
ト
シ
入
學
ノ

始
二
於
テ
一
學
期
間
豫
備
科
ヲ
履
修
セ
ッ
メ
最
後
ノ
ニ
學
期
間
ハ
専
ラ
卒

業
製
作
二
従
事
七
シ
ム

圏
甕
師
範
科
ハ
―
―
―
ケ
年
ト
ス

⑤

「

生
徒
心
得
」
改
正

明
治
四
十
年
九
月
、

「
生
徒
心
得
」
が
改
正
さ
れ
た
。
新
旧
の
対
比
を
左
に

示
す
。

（
旧
心
得
）

ベ
シ

「
登
校
ノ
節
ハ
本
校
所
定
ノ
制
服
ヲ
着
用
シ
靴
ヲ
穿
ッ

若
シ
病
氣
其
他
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
故
二
依
リ
此
條
規
二
従

フ
能
ハ
ザ
ル
場
合
二
在
テ
ハ
其
旨
居
出
ッ
ベ
シ
若
シ
五
日
ヲ
超

ュ
ル
ト
キ
ハ
病
氣
ノ
モ
ノ
ハ
器
證
ヲ
添
へ
本
校
へ
届
出
デ
許
可
ヲ

但
居
書
ハ
門
ヲ
入
ル
ト
キ
必
ズ
門
衛
二
示
ス
ベ
シ

総

（
『
東
京
美
術
学
校
一
覧
誌
籠
昇
年
』
）

第
十
八

カ
ラ
ズ
」

（
新
心
得
）

「
在
學
中
ハ
郡
猥
ノ
製
作
ヲ
ナ
ス
等
ノ
コ
ト
ア
ル
ベ

（
新
心
得
）

靴
ヲ
穿
ッ
ペ
シ

ア
ル
ベ
シ
」

「
登
校
ノ
節
ハ
必
ズ
本
校
所
定
ノ
制
服
制
帽
ヲ
着
用
シ

如
何
ナ
ル
事
由
ア
ル
モ
和
服
ヲ
着
用
シ
テ
赦
室

ハ
勿
論
校
舎
内
二
出
入
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ズ
」

（
旧
心
得
）
「
在
學
中
ハ
榔
猥
ノ
製
作
ヲ
ナ
シ
叉
ハ
製
作
物
ヲ
私

ニ
内
外
ノ
展
覧
會
等
へ
出
品
ス
ベ
カ
ラ
ズ
」

第
五
に
お
け
る
改
正
は
生
徒
の
服
装
取
締
り
強
化
を
意
味
す
る
。
こ
れ
が
文

相
牧
野
伸
顕
に
よ
る
「
学
生
生
徒
ノ
振
粛
二
関
ス
ル
件
」
（
明
治
三
十
九
年
六
月

公
布
）
に
示
さ
れ
た
学
生
の
思
想
風
紀
取
締
強
化
の
方
針
に
従
っ
て
と
ら
れ
た

措
置
で
あ
る
の
か
、
或
い
は
本
校
の
特
殊
な
事
情
に
よ
る
措
置
な
の
か
は
定
め

が
た
い
が
、
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
取
締
り
強
化
は
生
徒
の
反
感
を
招
き
、
大
正

五
年
の
東
京
美
術
学
校
改
革
運
動
の
―
つ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

第
十
八
に
お
け
る
改
正
は
、
特
に
文
展
開
設
を
目
前
に
控
え
て
制
作
に
意
欲

を
燃
や
す
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
歓
迎
す
べ
き
措
置
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

⑥

彫
刻
授
業
法
改
正

明
治
四
十
年
十
一
月
、
彫
刻
科
の
学
科
課
程
が
改
正
さ
れ
、
同
科
は
塑
造
、

木
彫
、
牙
彫
の
三
部
に
分
け
ら
れ
た
（
『
東
京
美
術
学
校
一
覧
立
虹
麟
匹
二
年
』
所
載

「沿
革
略
」
）
。
彫
刻
科
は
明
治
三
十
二
年
九
月
に
塑
造
科
が
新
設
さ
れ
た
た
め
木

若
ッ
之
ヲ
示
サ
ゞ
ル
ト
キ
ハ
門
衛
ヲ
シ
テ
入
門
七
シ
メ
ザ
ル
コ
ト
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庶
第
二
三
琥

本
校
生
徒
ノ
現
在
服
制
ハ
明
治
三
十
一
年
八
月
十
五
日
及
同
一
―
―
十
三
年
七
月

廿
四
日
付
御
認
可
ヲ
得
テ
定
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
候
虞
今
般
右
御
認
可
二
基
キ
別

⑦ 

制服規程改正に関する次の文書が現存する。

届 木 塑 I 

課
彫

及 及 造
塑 び

造
塑

実習実 > 目
習

造塑 牙彫 造塑 木彫 第

年
八 九 八 九七 毎

第
週

年
八 九 八 九七

教
第

年 授
八九八九七

第
時四

G = 5 ＝ニ 年

数

卒 卒

＇ 
喜

彫
科
と
塑
造
科
に
分
か
れ
た
が
、
同
三
十
四
年
に
こ
の
分
科
が
廃
止
さ
れ
、
生

徒
は
実
習
授
業
に
お
い
て
一
様
に
塑
造
と
実
材
製
作
（
第
一
年
よ
り
第
四
年
ま
で

木
彫
、
牙
彫
、
石
彫
、
鋳
造
の
う
ち
の
一
科
目
を
選
択
し
専
修
す
る
。）
を
学
ぶ
こ
と
と

な
っ
た
。

そ
れ
が
今
回
再
び
改
正
さ
れ
、
生
徒
は
第
一
年
か
ら
卒
業
期
に
至
る

ま
で
上
記
三
部
の
い
ず
れ
か
を
選
ん
で
専
修
（
塑
造
部
生
徒
は
塑
造
の
み
を
、
木
彫

部
生
徒
は
木
彫
と
塑
造
を
、
牙
彫
部
生
徒
は
牙
彫
と
塑
造
を
学
ぶ
。）
す
る
こ
と
と
な

り
、
石
彫
、
鋳
造
の
科
目
は
廃
止
さ
れ
た
。
改
正
後
の
実
習
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を

次
に
記
す
。

制服規定改正

制 帽 略 帽 制

袴冬 衣 冬 制帯徽地 制穎眼徽地

制地 制 釦 地

式 質 式 質 式 布 謡 質 式紐庇章質

如 紺 立 金 紺 普如 制 変 佛黒黒金黒

襟脊 径色
帽 蘭 色

通 二

美廣 六 同 西

岡 形 分 形圏シ藁 形革革字絨
^ -, 

^ 如如＾ ヘ---, ＾ 如岡 深^ ヘ正
＾ 如ッ箇 釦^金‘ ＾ 裏ッ白 ＾ 如ツ囮l

究 へ
濶 ル 岡 圏 ル 緑 面、J L.. ノヽ ノヽ L— ツ色ニ

ツ 附 色
ス 径
ヽ—

分
如

巴

紙
ノ
通
生
徒
服
制
及
着
装
規
程
相
定
候
間
此
段
及
報
告
候
也

明
治
四
十
年
二
月
廿
二
日

東
京
美
術
學
校
長

文
部
大
臣
牧
野
伸
顕
殿

〔
別
紙
（
印
刷
物
）
〕

東
京
美
術
學
校
生
徒
服
制
及
着
装
規
程

第
一
條
生
徒
ノ
服
制
左
ノ
如
シ

明
治
四
十
年
二
月
制
定

正
木
直
彦
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